児童手当及び児童扶養手当における自治体システム標準化対応支援業務委託に係る
公募型プロポーザル参加者募集要項


児童手当及び児童扶養手当（以下「児童手当等」という。）における自治体システム標準化に係る支援業務について、受託事業者の選定に当たり、公募型プロポーザルを実施しますので、次のとおり、提案を募集します。

１　件名
児童手当等における自治体システム標準化に係る支援業務

２　業務の目的
「システム導入の専門家」「ＩＴの専門家」として、国が進める児童手当等の自治体システム標準化に係る知見と他の政令市における支援実績を持つ事業者の支援を受け、児童手当等の各業務システム（以下「児童手当等業務システム」という。）の標準化に係る検討を加速させ、標準準拠システムの調達仕様書の作成等を行う。

３　契約期間
契約締結日から令和８年３月３１日まで

４　業務内容
別紙「児童手当等業務システム標準化に係る支援業務委託仕様書」（以下「仕様書」という。）のとおり

５　受託者選定の方法
参加表明書を提出した業者の中で、仕様書に沿った企画の提案説明（プレゼンテーション）を実施し、優れた者を１者選定する。

６　契約等
1 　契約金額の上限
金３１，９７７，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む。）

⑵　一括再委託等の禁止
ア　受託者は、業務の全部を再委託することはできない。
イ　業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ発注者の文書による承諾を得ること。
ウ　業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することがある。
エ　その他、児童手当等業務システム標準化に係る支援業務委託仕様書の定めに従うこと。

７　プロポーザルの参加資格
⑴　京都市暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団並びに同上第４号に規定する暴力団員等及び同上第５号に規定する暴力団密接関係者が所属する組織等でないこと。
2 　他の政令市の自治体情報システム標準化に係るＰＭО（統括・管理）又はＰＭＯ支援経験があること（現在継続している案件も含む。）。
3 他の政令市の児童手当等業務システム標準化に係る支援実績があること（現在継続している案件も含む。）。
4 　コンソーシアムを結成して参加する場合は、各事業者が参加資格を満たしていること。
5 　京都市競争入札参加有資格者名簿（令和７年４月１日現在有効の名簿とする。）に登載されている者（【※】本市の競争入札参加有資格者でない場合であっても、京都市競争入札等取扱要綱第２条第１項各号に掲げる資格を有する者である場合は、当該プロポーザル等においては競争入札参加有資格者とみなす。）
⑹　京都市競争入札等取扱要綱第２９条第１項の規定に基づく競争入札参加停止を受けていないこと。

８　応募手続
⑴　本件に関連する書類の交付方法
本件に関連する次の書類をWebページ「京都市情報館」で公開しているため、ダウンロードすること。
ア　児童手当等における自治体システム標準化に係る支援業務委託に係る公募型プロポーザル参加者募集要項（本書）
[bookmark: _Hlk177653405]イ　児童手当等業務システム標準化に係る支援業務委託仕様書
ウ　参加表明書
⑵　参加表明書等の提出
ア　次の書類を令和７年４月２２日（火）午後５時までに提出すること。
(ア)　参加表明書
※　コンソーシアムを結成して参加する場合は、各事業者の役割が分かるように記載すること。
(イ)　会社概要が分かる書類
(ウ)　参加資格を満たしていることが分かる書類（契約書の写し等）
　　※　政令市の自治体情報システム標準化に係るＰＭО又はＰＭО支援経験及び政令市の児童手当等業務システム標準化に係る支援業務の契約書の写し等
イ　「７ プロポーザルの参加資格」の【※】に該当する場合は上記（ア）～（ウ）に加え、下記（エ）～（キ）も同様に提出すること。
(エ)　登記事項証明書（履歴事項全部証明書）又は登記簿謄本（提出日前３か月以内に発行のもの（原本））
(オ)　法人税又は所得税、消費税及び地方消費税について、未納がないことを証明する書類（提出日前３か月以内に発行のもの（原本））
(カ)　本市の法人市民税、固定資産税（土地・家屋）・都市計画税、水道料金・下水道使用料について、本市内の全ての事業所等に未納がないことを証明する書類（提出日前３か月以内に発行のもの（原本））※本市から課税されていない場合は不要
(キ)　京都市暴力団排除条例第２条第４号に規定する暴力団員等及び同条第５号に規定する暴力団密接関係者に該当しないことの誓約書
※ 誓約書の記載に当たっては、京都市情報館（本市ホームページ）で「京都市暴力団排除条例施行規則」をサイト内検索し、当該ページの「誓約書（第１号様式）」を利用すること。
URL: https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000120713.html
ウ　提出部数
１部
　　エ　提出方法
　　　電子メールにて送付すること（紙の場合は、持参又は郵送により提出すること）。電子メールのタイトルは「【児童手当標準化】児童手当等業務システム標準化に係る支援業務プロポーザル」とすること。ファイル容量が大きく、電子メールにて送付が難しい場合は、担当まで連絡すること。
担当者に必ず電話にて受信確認を行うこと。
（※上記イの（エ）～（カ）については郵送又は持参により提出すること。）
　　メールアドレス：kodomokateisien@city.kyoto.lg.jp 
　　電話番号：075-746-7625
　　郵送先：〒604-8171
京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566-1
井門明治安田生命ビル２階　子ども家庭支援課企画担当
⑶　企画提案書等の提出
参加表明者は、令和７年５月１２日（月）午後５時までに、以下のとおり、資料を提出すること。期限までに提出がない場合は、参加を辞退したものとみなす。
ア　提出資料
(ア)　企画提案書
企画提案書の様式は、原則Ａ４サイズ（縦・横は任意）、１０ページから２０ページ程度で両面印刷とし、下記の内容について記載すること。タイトルは「児童手当等業務システム標準化に係る支援業務企画提案書」とする。
・　事業者が保有する児童等業務システム標準化に係る支援業務の知識・ノウハウ・支援実績・経験及びプロジェクトの責任者、担当者が保有する児童等業務システム標準化に係る支援実績・経験
・　実施体制、要員等に関すること
・　委託内容に対する進め方、取組方法。また、それらの考え方やねらい、目的
・　受託に当たって、本市への要望
・　提案の実施するに当たって、本市側に見込まれる負荷
・　その他、評価基準書による評価に資する情報
※　企画提案書は、専門的な知識を持たない者でも理解できるよう、分かりやすい表現で記載すること。
(イ)　見積書
様式は指定しないが、役割ごとの単価や工数など、経費の内訳が分かるようにすること。
見積書においては、税抜価格を記載すること。
その他、発生する諸経費については、上記価格に含めるものとすること。
イ　提出方法
企画提案書（７部）と見積書（１部）を持参又は郵送で行うこと。
　　郵送先：〒604-8171
京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566-1
井門明治安田生命ビル２階　子ども家庭支援課企画担当

９　質問及び回答について
様式は自由とするが、電子メールにて提出すること。電話及び対面での質問は受け付けない。
電子メールのタイトルは「【児童手当標準化】児童手当等業務システム標準化に係る支援業務プロポーザル（質問）」とすること。
質問については、参加表明書を提出した事業者に限る。
質問を送付後は必ず担当者に電話にて受信確認を行うこと。
メールアドレス：kodomokateisien@city.kyoto.lg.jp 
電話番号：075-746-7625
担当者：小塚、中窪
1 　質問の提出期限
令和７年４月２２日（火）午後５時
2 　質問の回答日及び回答方法について
令和７年４月２８日（月）までに、参加表明者全員に電子メールで回答する。

１０　プレゼンテーションについて
1 　実施日時及び実施場所
令和７年５月１９日（月）（予定）で本市が指定する時間で実施する。実施する場所は、時間とあわせて別途電子メールにて通知する。
⑵　注意事項
ア　プレゼンテーションは本プロジェクトの責任者又は担当者が行うこと。
イ　参加者の説明・提案時間は２０分以内とする。その後、本市からの質問とそれに対する回答の時間を１０分程度予定している。（計３０分）
ウ　指定した時間に理由なく１０分経っても現れなかった者については、プレゼンテーションの機会をはく奪し、失格とする。やむを得ない事情により遅れる場合は、担当者に連絡し、指示を仰ぐこと。
エ　プレゼンテーションに必要な環境は全て参加者で用意すること。

１１　受託者の選定に関する審査について
1 　選定方法
選定は「児童手当等業務システム標準化に係る支援業務受託候補者選定委員会」が行うものとする。
⑵　評価基準
以下の評価基準に基づき総合的に評価を行う。
	評価基準
	評価のポイント

	【知見】
３５点
	○児童手当等の標準仕様の内容を理解した提案になっているか
○デジタル庁の全事業共通の基本方針やデータ項目連携要件理解した提案か
○デジタル庁の示す「地方公共団体情報システム標準化基本方針」をはじめとした、標準化全体に係る国の方針を理解した提案か
○児童手当等の標準仕様書の知見や他政令市におけるシステム標準化事業の支援実績に基づいて、作業内容・工程スケジュールを提案できているか
○住記や税など、児童手当等の各業務システムに関わる他事業のシステム標準化について理解しているか
○知見やノウハウに基づき、具体的な作業内容やスケジュールが提案されているか。

	【実績】
２０点
	○他都市の児童手当等の各業務システム（標準化以外）に係る支援業務の受託実績
○プロジェクト責任者の実績
○児童手当等業務システム標準化に係る支援経験がある担当者を配置する等の体制を構築しているか。

	【実現性・品質】
２０点
	○京都市の特性や京都市の児童手当等業務システムの現状を踏まえた提案か
○児童手当等業務システム標準化に関する対応方針を理解しているか
○実現可能なスケジュールや体制が提案されているか
○納品物や各種協議資料は十分に監理された品質で提供可能か

	【価格点】
２５点
	最低見積価格÷提案見積価格×２５点
（計算結果小数点未満切捨）




１２　委託契約
⑴　選定された受託候補者と仕様書、契約条件の詳細を協議のうえ、契約を締結する。
⑵　選定された受託候補者が契約の締結までに参加資格要件を満たさなくなった場合及びその他の理由により受託候補者との契約が締結できない場合は、次点者を受託候補者とする。

１３　留意事項
⑴　プロポーザルの応募に要する一切の費用は参加者負担とする。
⑵　提出期限以降における企画提案書等の差替え及び再提出は、一切受け付けない。また、返却もしない。
3 提出された書類に虚偽又は不正があった場合は失格とする。
4 提出書類は、公文書公開請求があった場合、公開することがある。

　【連絡先】
〒604-8171
京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566-1
井門明治安田生命ビル２階　子ども家庭支援課企画担当
担当者：小塚、中窪
電　話：075-746-7625
メール：kodomokateisien@city.kyoto.lg.jp

